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一
二
ノ
〇
一 

江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
お
け
る
住
職
の
交
代 

 

解
説 
笠
置
寺
は
「
明
治
廃
藩
に
及
び
寺
録
跡
を
絶
ち
、
浄
地
は
荊
棘
蔓
生
し
堂
坊
は
破
壊
に
至
り
殆
ど

廃
滅
に
及
ば
ん
と
す
。
茲
に
丈
英
和
尚
大
に
之
を
慨
し
、
明
治
九
年
錫
を
此
山
に
留
め
荊
棘
荒
地
を
開
き

堂
宇
修
営
に
力
を
尽
く
し
た
」
と
明
治
三
十
四
年
発
行
の
笠
置
山
記
で
丈
英
の
弟
子
慶
尊
は
記
す
。 

 

入
山
し
た
丈
英
は
苦
労
の
末
、
笠
置
寺
を
現
在
の
姿
に
復
興
し
た
と
い
う
の
が
一
般
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
流
れ
で
あ
る
。
千
三
百
年
に
及
ぶ
笠
置
寺
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
ご
く
近
年
の
事
で
あ
る
が
、
意
外
に
こ

の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
説
明
が
行
き
渡
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
江
戸
末
期
の
古
文
書
を
精
査
し
て
い
く
う
ち
に
明
治
維
新
直
前
に
最
後
ま
で
そ
の
名
を
記
録
し

て
そ
の
姿
を
消
し
た
南
海
と
丈
英
の
間
に
数
人
の
人
物
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
き
た
。
当
地

を
襲
っ
た
安
政
の
大
地
震
や
廃
仏
毀
釈
の
激
動
を
乗
り
越
え
て
明
治
の
初
め
に
再
出
発
し
た
新
生
笠
置
寺

の
原
点
を
新
資
料
に
よ
っ
て
出
来
る
限
り
解
明
し
て
い
き
た
い
。 

 
 明

治
直
前
に
於
け
る
笠
置
寺
三
院
住
持
達
の
様
子 

福
寿
院
は
天
保
以
降
住
持
の
交
代
が
相
次
い
だ
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
年
）
に
、
文
殊
院
秀
栄
の
推
薦
で

無
住
の
福
寿
院
に
越
後
か
ら
観
真
が
入
寺
し
た
。
し
か
し
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
年
）
に
は
住
持
を
辞
任

し
、
や
む
な
く
文
殊
院
住
持
秀
栄
の
弟
子
明
栄
を
後
任
候
補
と
し
た
が
、
村
方
が
悪
筆
と
し
て
反
対
し
た
。

そ
の
た
め
無
住
状
態
が
続
い
て
い
た
が
、
村
方
が
紀
州
か
ら
招
い
て
き
た
是
忍
が
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三

年
）
か
ら
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
年
）
に
死
亡
す
る
ま
で
五
年
間
住
持
を
務
め
て
き
た
。
福
寿
院
は
是
忍
が
死

亡
し
て
再
び
無
住
と
な
っ
た
が
、
翌
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）
京
都
智
積
院
に
在
籍
し
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
南
海
（
秋
田
出
身
）
が
入
寺
す
る
。
そ
し
て
こ
の
南
海
は
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
を
つ
な
ぐ
笠
置
寺
の

キ
ー
マ
ン
と
な
っ
た
。 

 

永
年
文
殊
院
住
持
で
あ
っ
た
秀
栄
（
就
任
時
期
不
詳
）
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
年
）
、
藩
へ
願
い
書
を
出
さ

ず
に
病
弱
を
理
由
に
柳
生
村
の
笠
置
寺
子
院
に
隠
居
し
て
藩
の
叱
責
を
受
け
、
村
方
に
よ
る
藩
へ
の
取
り

成
し
で
引
き
続
き
文
殊
院
住
持
を
務
め
て
い
た
が
、
老
衰
の
た
め
十
四
年
後
の
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）

隣
村
の
柳
生
村
か
ら
弟
子
と
し
て
入
寺
し
て
い
た
三
十
三
歳
の
法
全
に
文
殊
院
住
持
職
を
引
き
継
い
だ
。

法
全
は
秀
栄
の
弟
子
と
し
て
既
に
文
殊
院
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
よ
う
で
、
住
持
達
の
行
動
を
記
録
し
た

年
預
覚
帳
に
は
既
に
法
全
が
藩
の
古
市
奉
行
所
に
出
入
り
し
て
い
た
記
録
が
残
る
（
弘
化
二
年
頃
か
ら
）
。 

 

多
聞
院
住
持
で
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
頃
住
持
に
就
任
し
た
光
巌
は
秀
栄
事
件
の
幕
引
き
を
村
方

と
工
作
し
て
無
事
収
束
さ
せ
た
が
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
年
）
頃
、
多
聞
院
の
什
物
を
村
方
に
引
き
渡
し

て
住
持
職
を
去
り
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
年
）
ま
で
無
住
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
の
が
高
野

山
に
近
い
真
田
村
出
身
の
智
観
（
四
〇
歳
）
で
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
年
）
頃
ま
で
珍
し
く
十
七
年
間
に
わ

た
り
住
持
を
務
め
て
無
住
に
な
り
が
ち
な
他
の
二
院
を
引
っ
張
っ
た
。
智
観
の
後
は
短
期
間
の
真
光
、
真

剛
と
住
持
が
替
わ
っ
て
、
村
方
の
尽
力
も
あ
り
秋
田
出
身
の
義
祥
が
多
聞
院
住
持
に
推
挙
さ
れ
、
こ
の
義

祥
が
江
戸
時
代
最
後
の
多
聞
院
住
持
と
な
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
天
保
以
降
、
三
院
の
住
持
は
長
続
き
せ
ず
、
住
持
交
代
、
無
住
と
綱
渡
り
の
状
態
が
継
続
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し
た
が
、
そ
の
原
因
は
自
然
災
害
に
よ
る
年
貢
の
減
少
に
よ
る
財
政
的
な
行
き
詰
ま
り
が
安
政
の
大
地
震

に
よ
っ
て
更
に
加
速
さ
れ
た
こ
と
と
寺
院
の
全
て
の
資
産
が
寺
側
か
ら
村
方
へ
移
転
さ
れ
実
質
的
に
住
持

の
力
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
あ
っ
て
も
、
由
緒
あ
る
古
刹
と
し
て
藩
主

や
幕
府
老
中
達
の
訪
問
を
受
け
入
れ
そ
の
体
面
を
保
ち
得
た
の
は
、
ひ
と
え
に
山
麓
の
有
力
者
、
と
く
に

大
倉
一
族
の
笠
置
寺
を
守
ろ
う
と
す
る
情
熱
に
あ
っ
た
。
次
に
江
戸
末
期
笠
置
寺
三
院
の
最
後
の
住
持
で

あ
る
文
殊
院
法
全
、
福
寿
院
南
海
、
多
聞
院
義
祥
の
消
息
を
た
ど
り
な
が
ら
三
院
を
統
合
す
る
笠
置
寺
住

職
と
し
て
丈
英
が
就
任
す
る
ま
で
の
動
き
を
調
べ
て
い
く
。 

 

福
寿
院
南
海 

 

解
脱
上
人
の
墓
に
対
面
す
る
よ
う
に
「
南
海
法
寿
」
と
記
さ
れ
た
珍
し
い
形
の
墓
が
あ
る
。
代
々
南
海

の
墓
と
称
さ
れ
て
き
た
が
、
背
面
に
か
す
か
に
読
め
る
日
付
に
安
政
四
丁
巳
と
あ
り
、
南
海
は
そ
れ
以
後

も
生
存
し
て
い
る
の
で
、
生
前
に
作
成
す
る
逆
修
墓
で
あ
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
（
南
海
入
寺
と
相
前
後
し

て
亡
く
な
っ
た
文
殊
院
住
持
秀
栄
も
生
前
逆
修
墓
を
造
っ
て
い
る
）
。 

 

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
年
）
十
二
月
、
南
海
は
宗
用
で
七
カ
月
国
元
へ
帰
り
た
い
と
の
願
い
書
を
藩
に
提

出
し
た
（
注
一 

寄
託
文
書
二
五
七
）
。
南
海
の
国
元
は
上
人
墓
の
南
海
碑
に
か
す
か
に
秋
田
雄
勝
郡
□
田
と
読

め
る
。
い
つ
秋
田
に
出
発
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
嘉
永
六
年
の
「
年
預
諸
取
替
覚
帳
」
に
は
福
寿
院
の

行
動
は
一
年
を
通
し
て
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
て
少
な
く
と
も
嘉
永
六
年

に
は
福
寿
院
住
持
は
不
在
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

で
は
い
つ
戻
っ
た
か
。
翌
年
の
安
政
元
年
（
嘉
永
七
年
）
四
月
の
多
聞
院
住
持
交
代
の
村
方
か
ら
の
願
い

書
は
南
海
の
筆
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
約
束
通
り
に
戻
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

安
政
大
地
震
後
の
安
政
四
年
六
月
（
一
八
五
七
年
）
に
も
南
海
は
大
地
震
に
よ
る
諸
堂
の
修
理
、
復
旧
と

い
う
大
き
な
課
題
を
抱
え
た
状
況
下
で
は
あ
っ
た
が
、
今
回
は
五
年
の
期
限
付
き
で
弟
子
の
丈
雅
と
卓
山

に
後
事
を
託
し
て
宗
用
で
寺
を
離
れ
る
べ
く
願
い
書
を
だ
し
て
い
る
（
注
二 

寄
託
文
書
二
八
〇
）
。 

し
か
し
安
政
四
年
十
二
月
の
証
札
入
箱
の
表
書
に
文
殊
院
法
全
と
並
ん
で
南
海
の
サ
イ
ン
が
あ
り
、
安

政
五
年
三
月
の
文
書
に
南
海
の
筆
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
秋
田
下
向
は
遅
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

（
安
政
五
年
三
月
の
笠
置
山
三
ケ
寺
収
納
米
覚
帳
（
寄
託
文
書
二
八
五
）
中
の
同
年
三
月
迄
の
記
事
の
筆
跡
は
南
海
の
も
の

で
あ
り
、
七
月
十
二
日
の
記
事
か
ら
筆
跡
が
変
わ
っ
て
い
る
）
。 

南
海
の
足
跡
は
安
政
五
年
三
月
を
最
後
に
福
寿
院
か
ら
消
え
る
。
同
年
六
月
の
三
ケ
寺
収
納
米
分
と
し

て
六
月
十
日
、
丈
雅
に
福
寿
院
分
の
一
部
と
し
て
十
五
匁
を
渡
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
丈
雅
は
南

海
が
福
寿
院
を
離
れ
る
に
付
後
を
託
し
た
弟
子
で
あ
り
、
既
に
南
海
は
秋
田
へ
発
っ
て
い
た
こ
と
の
証
左

で
あ
る
。 

 
 文

殊
院
法
全 

 

法
全
は
老
衰
で
住
持
を
務
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
秀
栄
の
跡
を
継
い
で
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）
十
二

月
に
文
殊
院
住
持
に
推
挙
さ
れ
た
。
し
か
し
法
全
は
住
持
に
な
る
一
年
前
の
弘
化
二
年
暮
れ
に
古
市
奉
行

所
へ
札
納
め
に
い
っ
て
い
る
の
で
、
す
で
に
秀
栄
の
弟
子
と
し
て
秀
栄
に
代
わ
っ
て
文
殊
院
の
業
務
を
こ
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な
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 
彼
は
文
殊
院
住
持
と
し
て
八
年
間
に
わ
た
り
無
住
勝
ち
で
あ
っ
た
福
寿
院
、
多
聞
院
を
支
え
て
き
た
が
、

安
政
四
年
六
月
、
福
寿
院
南
海
が
離
寺
す
る
に
つ
い
て
南
海
の
弟
子
二
人
の
後
見
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
か

ら
ま
だ
半
年
し
か
経
た
な
い
翌
年
の
一
月
に
今
度
は
本
人
が
法
儀
修
業
と
称
し
て
安
政
五
年
一
月
か
ら
八

月
ま
で
の
予
定
で
文
殊
院
を
離
れ
る
許
可
願
い
を
出
し
た
。
安
政
五
年
十
月
に
死
亡
し
た
住
侶
峯
晋
の
墓

を
法
全
が
建
て
て
い
る
の
で
予
定
通
り
文
殊
院
に
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
文
殊
院
に
は
法
全
の

記
録
は
な
い
（
注
三 

寄
託
文
書
二
八
三
）。 

 

多
聞
院
義
祥 

 

義
祥
の
先
住
、
真
光
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
年
）
に
、
武
州
世
尊
院
へ
移
る
た
め
に
お
暇
願
い
を
出
し

（
寄
託
文
書
二
五
八
）
、
そ
の
後
住
持
に
な
っ
た
真
剛
も
す
ぐ
病
で
寺
を
離
れ
て
多
聞
院
は
再
び
無
住
と
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
た
村
方
が
、
安
政
元
年
四
月
に
羽
州
の
義
祥
を
多
聞
院
住
持
に
招
い

た
（
寄
託
文
書
二
六
一
）
。
お
そ
ら
秋
田
出
身
の
南
海
が
呼
び
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
義
祥
の
名
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
、
藩
主
高
猷
の
来
山
に
備
え
て
の
接
待
方
法
を
藩
へ
問
い

合
わ
せ
た
文
書
に
文
殊
院
法
全
、
福
寿
院
南
海
と
並
ん
で
そ
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
残
さ
れ
て
い

な
い
。
笠
置
寺
の
日
常
の
諸
行
事
を
記
録
し
た
年
預
諸
取
替
覚
帳
の
安
政
三
年
の
項
に
も
多
聞
院
の
行
動

は
残
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

そ
し
て
安
政
四
年
六
月
に
「
多
聞
院
先
住
御
調
之
筋
有
之
」（
寄
託
文
書
三
三
一
）
と
あ
る
の
で
、
義
祥
は

何
か
問
題
を
起
こ
し
て
住
持
を
下
り
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
年
足
ら
ず
の
短
い
住
持
職
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
多
聞
院
に
住
持
が
就
任
し
て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。 

 

三
院
住
持
が
い
な
く
な
っ
た
笠
置
寺
を
取
り
巻
く
情
勢
・
丈
雅
の
登
場 

 

か
く
し
て
三
院
住
持
が
全
て
寺
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）
後
半
に
は
南
海

の
弟
子
で
あ
る
丈
雅
と
卓
山
が
住
ま
い
し
て
い
た
も
の
の
、
三
院
共
藩
に
認
め
ら
れ
た
住
持
は
存
在
し
な

か
っ
た
。 

 

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）
古
市
奉
行
所
が
本
堂
、
椿
本
神
社
、
釣
鐘
堂
の
修
復
を
指
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
指
示
書
の
宛
先
は
「
留
守マ

マ

居
僧
様
」
と
な
っ
て
い
る
（
寄
託
文
書
三
三
五
）
。
通
例
、
藩
出
状
文
書
の
宛

先
は
三
院
、
無
住
の
坊
が
あ
る
時
は
二
院
、
あ
る
い
は
一
院
の
名
が
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
院
の

名
で
な
く
、「
留
守
居
僧
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
三
院
と
も
住
持
が
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
で
、
も
は
や

院
宛
に
出
状
す
る
事
に
意
味
が
な
く
、
住
持
の
資
格
を
持
た
な
い
丈
雅
と
卓
山
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
ち
ら

か
を
指
し
て
留
守
居
僧
宛
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
文
久
元
年
（
一
八
六
一
年
）
に
は
宛
先
が
「
御
役

僧
中
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
（
寄
託
文
書
二
八
六
）。 

そ
の
後
の
資
料
に
は
丈
雅
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
資
料
が
出
て
く
る
の
で
、
丈
雅
が
お
そ
ら
く
山
麓
有

力
者
の
支
援
の
も
と
に
無
資
格
な
が
ら
無
住
の
笠
置
寺
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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文
久
三
年
（
一
八
六
三
年
）
頃
か
ら
村
方
の
主
導
で
文
殊
院
（
実
態
は
福
寿
院
）
の
普
請
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

文
殊
院
側
で
代
表
し
た
の
は
同
じ
く
丈
雅
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
丈
雅
は
郷
土
資
料
館
寄
託
文
書
に
そ

の
名
が
五
回
現
れ
て
い
る
。 

一 

安
政
四
年
六
月
南
海
が
五
年
の
休
暇
届
け
に
留
主マ

マ

居
と
し
て
卓
山
と
と
も
に
指
名
し
た
際
（
寄
託
文

書
二
八
〇
） 

二 

南
海
が
離
寺
す
る
直
前
に
記
入
を
始
め
た
「
笠
置
山
三
ケ
寺
収
納
米
覚
帳
」（
安
政
五
年
三
月
よ
り
）

に
翌
年
の
安
政
五
年
七
月
の
条
に
「
札
五
拾
匁
」
丈
雅
様
□
□
□
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ
の
時
は

既
に
南
海
は
離
寺
し
、
丈
雅
が
福
寿
院
を
守
っ
て
い
た
時
で
あ
る
。 

三 

大
倉
又
十
郎
か
ら
文
殊
院
丈
雅
様
宛
の
文
書
が
あ
る
。
断
片
な
の
で
残
念
な
が
ら
日
付
が
不
明
な
の 

 
 

 
 

で
あ
る
が
、
内
容
は
当
人
が
宗
旨
別
帳
に
な
っ
た
の
で
院
号
を
い
た
だ
き
た
い
と
の
願
い
の
よ
う
で 

あ
る
。
又
十
郎
は
嘉
永
二
年
八
月
に
死
亡
（
墓
碑
銘
よ
り
）
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
五
月
か
ら 

年
預
覚
書
帳
の
筆
跡
が
南
海
と
な
っ
て
お
り
、
嘉
永
元
年
七
月
に
住
持
の
是
忍
、
即
成
と
も
に
死 

亡
し
て
、
南
海
が
入
寺
す
る
嘉
永
五
年
ま
で
の
無
住
期
間
に
こ
の
文
書
が
当
時
福
寿
院
に
い
た
丈
雅

に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 

四 

丈
雅
花
皿
質
ニ

遣
し
□
□
□
様
□
代
候
入
用
銀
寺
請
仕
候
分
」
と
し
て
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
寄

託
文
書
一
九
二
） 

 

五
「
笠
置
山
多
聞
院
無
住
中
過
米
積
立
勘
定
帳
」（
寄
託
文
書
一
九
二
）
明
治
元
年
の
末
尾
に
判
読
不
明
な

箇
所
が
多
く
詳
細
な
事
情
は
不
確
か
で
あ
る
が
、
銀
七
百
八
拾
弐
匁
を
「
先
文
殊
院
丈
雅
」
が
費
用

と
し
て
使
っ
た
分
に
充
当
す
る
（
？
）
旨
の
記
載
が
あ
る
。「
先
文
殊
院
丈
雅
」
の
「
先
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
文
殊
院
か
ら
福
寿
院
に
移
っ
た
こ
と
な
の
か
（
後
述
）
、
既
に
笠
置
寺
か
ら
離
れ
て

い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
は
判
ら
な
い
。
丈
雅
の
そ
の
後
の
消
息
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。 

そ
の
他
丈
雅
の
名
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
丈
雅
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
二
つ
あ
る
。 

一 

高
野
山
金
堂
寄
付
金
通
（
嘉
永
四
年
亥
十
月
）
に
南
海
が
嘉
永
四
年
以
降
二
朱
ず
つ
寄
付
し
て
い 

 

 
 

る
通
帳
の
断
片
が
あ
る
が
、
そ
の
筆
跡
は
南
海
の
も
の
で
は
な
い
。
始
ま
り
が
嘉
永
四
年
な
の
で
、 

 
 

あ
る
い
は
こ
れ
が
丈
雅
の
代
筆
か
も
知
れ
な
い
。 

二 

も
う
一
つ
は
大
倉
善
右
衛
門
宛
の
金
子
の
受
取
証
で
受
取
人
は
文
殊
院
、
日
付
は
丑
十
二
月
と
あ 

り
、
元
治
二
年
（
慶
応
元
年 

一
八
六
五
年
）
と
判
明
す
る
。
こ
の
文
書
の
書
体
は
一
の
高
野
山
金
堂

寄
付
金
通
と
極
似
し
て
い
る
。
こ
れ
も
丈
雅
が
住
持
無
住
の
文
殊
院
を
代
表
し
て
い
た
証
と
推
測
し

う
る
（
寄
託
文
書
三
二
他
）。
こ
の
時
は
ほ
ぼ
文
殊
院
普
請
も
終
了
に
近
づ
い
た
頃
で
、
文
殊
院
（
住

持
名
な
し
）
が
村
方
の
大
倉
善
右
衛
門
か
ら
二
十
二
両
と
銀
若
干
匁
を
清
算
金
や
借
用
金
と
し
て
請

求
し
て
い
る
。
筆
跡
は
寄
託
文
書
に
こ
れ
ま
で
全
く
な
か
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
請
求
し
た
人
物
は

丈
雅
と
推
測
す
る
。 

こ
れ
ら
か
ら
見
る
と
、
丈
雅
は
嘉
永
二
年
（
一
八
五
〇
年
）
八
月
以
前
、
南
海
入
寺
前
か
ら
南
海
が
笠
置 

寺
か
ら
そ
の
消
息
を
絶
っ
た
安
政
五
年
を
越
え
て
明
治
の
世
ま
で
笠
置
寺
を
守
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

不
思
議
な
文
書
が
郷
土
資
料
館
寄
託
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
慶
応
四
年
七
月
（
こ
の
年
の
九
月
か
ら
明
治

に
改
元
）
の
高
野
山
か
ら
の
触
書
帳
の
断
片
の
最
後
に
「
慶
応
四
年
辰
八
月
十
九
日
、
庄
屋
大
倉
善
右
衛
門 
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仰
せ
つ
け
ら
れ
、
そ
の
人
物
が
古
市
へ
挨
拶
に
行
く
旨
の
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る
（
寄
託
文
書
二
九
三
）
。
し

か
し
こ
の
主
人
公
の
名
は
こ
の
断
片
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
特
定
で
き
な
い
。
私
は
南
海
亡
き
後
、

住
持
不
在
の
笠
置
寺
を
守
っ
て
き
た
丈
雅
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
。 

 

前
述
の
「
先
文
殊
院
丈
雅
」
な
る
記
事
は
丈
雅
が
こ
の
年
の
七
月
に
正
式
に
福
寿
院
住
職
に
就
任
し
た

た
め
、
そ
の
十
二
月
の
記
録
に
「
先
文
殊
院
丈
雅
」
と
表
現
さ
れ
た
の
か
、
或
い
は
何
ら
か
の
事
情
で
福

寿
院
か
ら
も
文
殊
院
か
ら
も
姿
を
消
し
た
た
め
「
先
文
殊
院
丈
雅
」
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

も
し
触
書
帳
の
断
片
に
あ
る
人
物
が
丈
雅
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
物
の
名
も
出
自
も
い
つ
福
寿
院

住
持
を
下
り
た
の
か
も
不
明
な
ま
ま
と
な
る
。 

 

明
治
元
年
に
丈
雅
が
両
坊
か
ら
姿
を
消
し
、
触
書
帳
の
断
片
の
主
も
福
寿
院
か
ら
離
れ
た
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
こ
れ
ま
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
無
住
の
笠
置
寺
が
完
全
な
形
（
？
）
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

 

こ
こ
に
最
近
判
明
し
た
史
料
に
智
積
院
日
鑑
（
注
四
）
が
あ
る
。
智
積
院
日
鑑
は
明
治
元
年
か
ら
七
年
ま

で
の
智
積
院
の
山
内
、
関
係
寺
院
の
動
向
を
記
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
中
に
明
治
六
年
（
一
八
七
三
年
）

に
笠
置
寺
が
福
寿
院
渡
辺
俊
丈
の
請
求
に
よ
っ
て
智
積
院
末
寺
と
な
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
俊
丈
な
る
人
物
は
笠
置
寺
側
の
記
録
に
は
全
く
そ
の
名
を
残
し
て
い
な
い
。
俊
丈
が
丈
雅
と
同

一
人
物
で
あ
れ
ば
筋
が
通
る
が
、
一
度
受
け
た
僧
名
を
変
更
す
る
こ
と
は
通
例
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は

南
海
の
も
う
一
人
の
弟
子
で
あ
る
卓
山
を
俊
丈
と
想
定
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
慶
応
の
触
書
帳
の
人
物
が

俊
丈
で
あ
れ
ば
ま
た
理
屈
が
と
お
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
慶
応
か
ら
明
治
六
年
ま
で
住
持
職
に
い
て
、
笠
置

寺
復
興
に
尽
力
し
た
で
あ
ろ
う
人
物
が
智
積
院
に
の
み
名
を
残
し
、
当
の
笠
置
寺
の
記
録
に
そ
の
名
が
全

く
な
い
と
い
う
の
も
理
解
し
得
な
い
。
或
い
は
俊
丈
は
何
ら
か
の
伝
手
で
一
時
的
に
笠
置
寺
を
代
表
し
た

人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
に
し
て
も
南
海
離
寺
後
の
笠
置
寺
住
職
に
関
係
す
る
人
物
が
、
丈
雅
、
丈
英
と
並
ん
で
俊
丈
と
「
丈
」

の
一
字
が
共
通
す
る
点
は
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
こ
こ
に
ヒ
ン
ト
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
一
貫
し
て

操
っ
た
有
力
者
が
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
智
積
院
日
鑑
十
二
日
の
記
載
に
「
秋
田
俊
丈
」
な
る
記
載
が

あ
る
。
俊
丈
の
苗
字
は
「
渡
辺
」
で
あ
る
。
丈
英
も
慶
応
三
年
に
「
秋
田
組
丈
英
」
と
記
し
て
い
て
（
笠
置

寺
所
有
「
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
識
語
」）
秋
田
イ
コ
ー
ル
南
海
の
伏
線
を
微
か
な
が
ら
残
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
を
総
合
的
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
頃
ま
だ
南
海
は
存
命
で
笠
置
寺
在
住
当
時
の
南
海
は
秋
田
か
ら
あ
る

い
は
智
積
院
か
ら
遠
隔
操
作
で
笠
置
寺
の
住
職
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
新
資
料
の
発
掘
を
待
た
ざ
る
を
得
な
い
。 

さ
て
や
っ
と
次
な
る
明
治
の
主
役
丈
英
を
検
討
す
る
手
順
と
な
っ
た
。
丈
英
が
い
つ
か
ら
笠
置
寺
に
関

係
し
た
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
だ
住
持
資
格
の
な
い
丈
英
で
は
あ
っ
た
が
、

も
し
丈
雅
か
ら
笠
置
寺
を
引
き
継
い
だ
と
す
れ
ば
、
法
灯
は
南
海
か
ら
丈
雅
、
丈
雅
か
ら
丈
英
へ
と
連
綿

と
続
い
て
い
た
可
能
性
が
残
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

明
治
初
め
の
丈
英
の
消
息 

 

通
常
明
治
期
の
笠
置
寺
を
語
る
時
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
明
治
廃
藩
に
及
び
寺
録
跡
を
絶
ち
、
浄

地
は
荊
棘
蔓
生
し
堂
坊
は
破
壊
に
至
り
殆
ど
廃
滅
に
及
ば
ん
と
す
。
茲
に
丈
英
和
尚
大
に
之
を
慨
し
、
明
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治
九
年
錫
を
此
山
に
留
め
荊
棘
荒
地
を
開
き
堂
宇
修
営
に
力
を
尽
く
し
た
」
と
記
す
慶
尊
の
笠
置
山
記
が

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
一
般
に
膾
炙
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
南
海
離

寺
の
後
も
い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
笠
置
寺
に
か
か
わ
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
明
治
の
直
前
に
は
村
方
の
努
力

で
文
殊
院
が
笠
置
寺
本
坊
と
し
て
再
建
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
欲
し
い
。 

で
は
丈
英
入
寺
の
経
緯
を
調
べ
て
み
よ
う
。
丈
英
か
ら
南
海
時
代
の
笠
置
寺
の
様
子
を
聴
い
て
い
た
は

ず
の
慶
尊
に
し
て
、「
笠
置
山
記
」
に
は
南
海
か
ら
丈
英
に
い
た
る
人
間
関
係
が
全
く
無
視
さ
れ
、
丈
雅
の

存
在
も
、「
某
」
の
明
治
元
年
の
住
職
就
任
も
渡
辺
俊
丈
に
よ
る
笠
置
寺
の
智
積
院
入
り
も
一
切
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
南
海
が
故
郷
の
秋
田
と
行
き
来
し
て
い
た
と
い
う
の
は
筆
者
自
身
、
慶
尊
や
弟
弟
子
の
尊
亮

か
ら
丈
英
よ
り
聞
い
た
話
と
し
て
よ
く
耳
に
し
口
伝
で
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
関
係
者
に
付

い
て
は
一
切
彼
ら
の
口
か
ら
も
話
さ
れ
ず
皆
無
で
あ
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。 

ま
た
慶
尊
は
笠
置
寺
門
前
の
出
身
で
明
治
二
十
三
年
に
十
九
才
で
出
家
し
て
い
て
、
丈
英
入
山
の
前
後

の
様
子
は
親
な
ど
か
ら
も
聞
か
さ
れ
、
自
身
も
見
聞
き
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
充
分
理
解
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
当
然
俊
丈
に
つ
い
て
も
丈
英
か
ら
何
か
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
笠
置
山
記
」
に

は
な
ん
ら
の
記
述
も
な
い
。
俊
丈
も
丈
英
が
入
山
し
た
時
に
は
既
に
笠
置
寺
を
離
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
笠
置
山
記
」
は
小
冊
子
で
あ
り
、
複
雑
な
内
容
を
捨
象
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

さ
て
次
に
丈
英
の
出
自
経
歴
な
ど
を
資
料
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。「
笠
置
山
記
」
に
よ
れ
ば
、
丈
英
は
明

治
九
年
に
初
め
て
笠
置
寺
に
入
山
し
た
と
さ
れ
る
。
丈
英
の
弟
子
で
あ
っ
た
尊
亮
は
丈
英
が
十
二
才
か
ら

南
海
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
た
と
い
う
（
前
笠
置
寺
住
職
慶
範
談
）
。
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
年
）
六

月
の
誕
生
（
笠
置
町
保
存
の
除
籍
謄
本
か
ら
）
で
あ
る
丈
英
が
十
二
才
の
時
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
で
あ

る
。
こ
の
時
に
は
南
海
は
ま
だ
福
寿
院
住
持
と
し
て
健
在
で
あ
っ
た
。
丈
英
が
南
海
の
も
と
に
弟
子
入
り

を
し
て
、
南
海
よ
り
丈
雅
の
弟
弟
子
と
し
て
同
じ
く
「
丈
」
の
一
字
を
も
ら
い
「
秋
田
組
丈
英
」
と
し
て

南
海
の
下
で
修
行
し
て
い
た
と
す
る
の
は
説
得
性
が
あ
る
。 

 

な
お
丈
雅
と
共
に
後
事
を
託
さ
れ
た
も
う
一
人
の
弟
子
で
あ
る
卓
山
は
、
そ
の
後
の
記
録
に
名
を
残
し

て
い
な
い
。
あ
る
い
は
卓
山
が
丈
英
と
名
前
を
変
え
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
南
海
が
福
寿
院
を
二
度

目
に
離
寺
し
た
安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）
に
は
丈
英
は
ま
だ
十
五
歳
、
藩
に
提
出
す
る
書
類
に
後
事
を
託

す
る
人
物
と
し
て
記
載
す
る
に
は
幼
す
ぎ
、
ま
た
僧
名
を
途
中
で
変
え
た
と
す
る
の
も
、
慣
例
上
無
理
が

あ
る
の
で
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
判
断
す
る
。 

 

南
海
不
在
の
あ
と
笠
置
寺
の
留
守
居
僧
と
し
て
笠
置
寺
を
代
表
し
て
い
た
丈
雅
が
明
治
元
年
に
笠
置
寺

を
離
れ
た
と
し
て
、
そ
の
時
丈
英
は
既
に
二
十
五
才
、
丈
雅
が
南
海
の
弟
弟
子
で
あ
る
丈
英
に
笠
置
寺
の

後
事
を
託
す
る
に
十
分
な
年
齢
に
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

丈
英
は
明
治
二
年
の
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
識
語
に
「
観
音
寺
住
丈
英
求
之
」
と
記
し
て
い
る
。

同
じ
く
慶
範
は
慶
尊
の
弟
弟
子
で
あ
る
尊
亮
よ
り
丈
英
が
笠
置
寺
に
入
山
す
る
前
に
笠
置
町
上
有
市
に
所

在
す
る
法
明
寺
に
住
ん
で
い
た
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
法
明
寺
は
近
く
の
田
山
村
（
現
南
山
城
村
）
の
観
音

寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
の
で
、
尊
亮
の
発
言
は
こ
の
史
料
か
ら
信
憑
性
が
増
す
。 

真
言
宗
で
無
本
寺
で
あ
っ
た
笠
置
寺
は
江
戸
末
期
に
お
い
て
智
積
院
と
の
関
係
が
深
く
な
っ
て
い
た
。

江
戸
時
代
最
後
の
福
寿
院
住
持
で
あ
っ
た
南
海
が
智
積
院
の
出
身
で
あ
り
（
南
海
碑
）
、
安
政
三
年
の
梵
鐘
調
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査
の
際
に
京
都
奉
行
所
へ
の
報
告
書
提
出
に
智
積
院

の
僧
が
便
宜
を
図
っ
た
り
（
寄
託
文
書
三
一
六
）
、
丈
英
が

南
海
の
縁
で
智
積
院
権
僧
正
弘
現
（
化
主
在
任
、
文
政
元

年
～
明
治
十
一
年
）
よ
り
明
治
九
年
に
幸
心
流
の
伝
法
灌

頂
を
受
け
、
阿
闍
梨
と
し
て
の
資
格
を
得
た
こ
と
な
ど

が
智
積
院
と
の
繋
が
り
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。 

 

結
論 

 

結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
見
る
。
丈
英
は
明
治
九
年
に
入
山
し
た
の
で
は
な
く
て
そ
れ
以
前
か
ら
小
僧

と
し
て
南
海
の
も
と
で
丈
雅
と
共
に
修
業
し
て
お
り
、
笠
置
山
頂
か
ら
見
下
ろ
せ
る
上
有
市
の
法
明
寺
に

入
寺
し
て
い
た
。
丈
雅
離
寺
の
あ
と
丈
雅
に
代
わ
っ
て
大
倉
一
族
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
笠
置
寺
を

守
り
、
京
都
智
積
院
の
出
で
あ
っ
た
南
海
の
縁
か
ら
智
積
院
の
弘
現
僧
正
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
明
治

九
年
、
三
十
三
才
で
正
式
に
笠
置
寺
の
住
職
に
な
っ
た
と
判
断
す
る
の
が
現
存
す
る
資
料
を
総
合
的
に
読

み
取
っ
た
結
論
で
あ
る
。 

 

そ
う
だ
と
す
る
と
笠
置
寺
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
年
の
一
時
期
、
当
事
者
能
力
を
有
す
る
住
職
が
存

在
せ
ず
、
麓
に
あ
る
南
笠
置
の
有
力
者
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
従
っ
て
実
質
的
に
無
住
期
間
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
が
、
完
全
に
無
住
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
既
に
明
治

直
前
に
は
南
笠
置
村
大
倉
一
族
の
主
導
の
下
、
文
殊
院
再
建
（
笠
置
寺
本
坊
と
な
る
）
が
な
さ
れ
次
の
代

へ
と
着
実
に
歩
み
を
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
で
千
二
百
年
も
続
い
て
い
た
法
灯
は
細
々
と
で
は
あ

る
が
、
地
下
水
脈
で
連
綿
と
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

時
代
は
下
る
が
、
明
治
二
十
九
年
に
暴
風
に
よ
っ
て
破
損
し
た
毘
沙
門
堂
が
同
三
十
一
年
に
修
繕
落
成

を
み
た
が
、
こ
の
時
の
棟
札
に
「
導
師
笠
置
寺
現
住
尊
応
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
近
年
見
つ
か
っ
た
（
注

五
）
。
こ
の
尊
応
も
丈
英
、
慶
尊
、
慶
順
の
流
れ
に
出
て
こ
な
い
人
物
で
あ
る
。
笠
置
寺
に
残
る
明
治
以
降

の
位
牌
に
も
な
く
、
墓
も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
住
職
で
は
な
く
一
時
的
な
現
住
の
僧
で
あ
り

永
住
は
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

な
お
明
治
以
降
の
新
生
笠
置
寺
住
職
は
丈
英
、
慶
尊
、
慶
順
、
慶
尊
（
慶
順
死
亡
に
よ
り
復
帰
）
、
尊
亮
（
慶

尊
死
亡
に
よ
り
兼
務 

春
光
寺
住
職
）
、
慶
範
、
慶
昭
（
現
住
）
と
笠
置
寺
住
職
は
八
百
年
前
の
高
僧
解
脱
上
人
貞

慶
に
あ
や
か
っ
て
す
べ
て
「
慶
」
の
一
字
を
受
け
継
い
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

  

注
一 

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
年
）
十
二
月  

資
料
二
五
七
号 

福
寿
院
住
職
南
海
、
休
暇
願
い 

 
 

 
 
 
 
 

口
上
覚 

一
福
寿
院
南
海
儀
、
此
度
宗
用
ニ

付
国
元
江
罷
越
度
候
所
、
遠
路
之
事
故
、
早
速
罷
帰
候
事
も
難
斗
奉
存
候
ニ

付
、
当

十
二
月
ヨ
リ

来
丑
年
七
月
（
嘉
永
五
年
十
二
月
か
ら
六
年
七
月
、
一
八
五
二
年
一
二
月
か
ら
一
八
五
三
年
七
月
）
迄
御

暇
拝
領
被
仰
付
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
尤
跡
留
主
居
之
儀
は
弟
子
弁
□
差
置
、
御
祈
祷
御
用
向
并
山
内
宗
用
等
、
万

丈英遺影 笠置寺に残る

唯一の写真 
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端
差
支
無
之
様
、
相
勤
可
申
外
、
両
院
共
同
心
之
上
、
願
奉
申
上
候
間
、
何
分
願
之
通
被
仰
付
被
成
下
候
ハ
ヽ

難
在
奉

存
候
以
上 

 
 
 
 

嘉
永
五
子
年
（
一
八
五
二
年
）
十
二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠
置
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

福
寿
院 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

多
聞
院 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

文
殊
院 

印 

加
判
御
奉
行
所 

 

注
二 

安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
六
月  
資
料
二
八
〇
号 

福
寿
院
住
職
南
海
、
離
寺
願
い 

奉
願
上
候
口
上
覚 

拙
僧
儀
、
去
酉
年
当
院
住
職
被
仰
付
、
寺
役
万
端
無
滞
相
勤
来
候
も
、
御
地
頭
様
之
御
憐
憫
故
ト

重
畳
難
在
仕
合
奉
存

候
、 

然
者
此
度
宗
用
ニ
付
国
元
江
罷
下
リ

申
度
奉
存
候
間
、
当
巳
年
（
安
政
四
年
、
一
八
五
七
年
）
ヨ
リ

酉
年
（
文
久
二
年
、

一
八
六
二
年
）
ま
て
五
ケ

年
之
間
、
御
暇
奉
願
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上
候
、
依
之
跡
留
主
居
之
儀
者
、
弟
子
之
内
丈
雅
、

卓
山
、
右
両
人
差
置
、
寺
役
万
端
文
殊
院
ニ

相
随
、
山
内
守
護
為
致
候
間
、
右
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヾ

難
在
仕
合

奉
致
候
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

笠
置
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

福
寿
院 
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

南
海
（
書
判
） 

安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
巳
六
月 

御
奉
行
所 

欄
外
に
「
七
月
十
二
日
右
願
之
通
被
仰
付
候
」
と
あ
る
。 

 

注
三 

安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）
正
月  

資
料
二
八
三
号 

文
殊
院
住
職
法
全
が
離
寺
願
い 

此
度
法
儀
修
行
の
た
め
、
関
東
江

罷
越
度
旨
、
北
御
代
官
所
ヲ

以
、
御
暇
之
儀
奉
願
上
候
処
、 

当
正
月
ヨ
リ

来
八
月
迄
願
之
通
被
仰
付
、
依
而
右
之
段
、
大
庄
屋
并
両
庄
屋
ヘ

も
申
証
置
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠
置
山 

文
殊
院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

法
全 

安
政
五
午
（
一
八
五
八
年
）
正
月 

        

注
四 

智
積
院
日
鑑 

智
積
院
日
鑑
は
明
治
元
年
か
ら
七
年
ま
で
の
智
積
院
の
智
積
院
山
内
、
関
係
寺
院
の
動
向
を
記
し
た
文
書
。
次
に
、
智
積
院

日
鑑
の
う
ち
該
当
部
分
の
み
を
次
の
記
す
。 

明
治
六
年
十
月
五
日 

一
南
山
城
加
茂
郷
北
村
現
光
寺
義
淵
所
轄
願
旁
出
頭
有
之
候
ヘ
共
、
戸
長
印
形
持
参
無
候
故
、
後
書
面
相
認
メ

、
当
山
並
御
政

府
ヘ
可
差
出
事
、
同
南
山
城
相
楽
郡
笠
置
村
福
寿
院
俊
丈
御
房
前
同
断
、
所
轄
相
願
候
ヘ
共
、
檀
中
並
戸
長
ノ
印
形
無
之
故
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帰
山
、
後
日
書
面
差
出
ヘ
キ
者
也 

明
治
六
年
十
月
七
日 

山
城
国
相
楽
郡
第
九
通
笠
置
村
福
寿
院
渡
辺
俊
丈
、
同
国
同
郡
第
三
通
瓶
原
郷
□
大
□
村
国
分
寺
興
福
寺
戸
長
印
□
以
願
来

リ
副
願
口
上
書
例
之
通
認
、
政
府
ヘ

照
本
出
頭
仕
□
□
□
裁
判
所
当
山
代
□
随
□
□
役
所
大
運
同
道
之
事
候
也
、
大
運
事
件
答

書
御
預
リ
置
ニ
相
来
、
引
取
候
事
、
御
政
府
所
轄
願
檀
中
惣
代
印
形
無
之
事
故
、
後
日
差
出
□
□
事
、
笠
置
山
義
も
右
同
断

候
事 

同
九
日 

笠
置
寺
福
寿
院
所
轄
書
面
認
メ
改
尚
再
願
候
事 

講
究
所
ニ
テ
評
定
有
之
教
如
□
ヘ
相
置
候
書
面
別
写
有
之
候
事 

同
十
二
日 

本
堂
ニ
テ
開
山
法
要
打
集
秋
田
俊
丈
代
照
本
相
勤
候
事 

明
治
六
年
十
月
三
十
日 

笠
置
山
福
寿
院
所
轄
御
目
見
願
出
候
也 

目
録 三

百
疋 

御
礼 

百
疋
献
上 

百
疋
鑑
事
、
壱
朱
ヅ
ヽ
近
習
二
人
、
壱
朱
ヅ
ヽ
前
部
屋
両
人
、
弐 

 

朱
勝
手
中
、

右
相
納
畢
、
大
書
院
ニ
て
御
目
見
相
済
□
□
ノ
間
ニ
テ
酒
飯
差
出
候
也 

同
十
一
月
一
日 

南
山
城
加
茂
相
楽
郡
北
村
現
光
寺
義
淵
所
轄
之
御
目
見
式
相
願
、
礼
物
之
義
ハ
笠
置
山
同
様
ニ
致
置
候
事
、
御
目
見
相
済
、

集
義
間
ニ

而

酒
飯
差
出
、
末
広
取
進
候
也 

同
十
一
月
十
六
日 

鎮
守
御
火
焼
御
供
物
相
備
、
化
主
様
第
十
時
、
法
楽
相
済
、
十
二
時
笠
置
福
寿
□
□
以
□
持
参
候
処
、
役
者
相
廻
ニ

候
也
、

同
刻
講
究
所
ヘ
照
本
ノ
為
出
頭
候
事 

 

注
五 

明
治
三
十
一
年
毘
沙
門
堂
修
繕
落
成
の
棟
札 

表 

 

裏 

 


